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。



衆
議
院
議
員
渡
辺
喜
美
君
提
出
教
育
の
政
治
的
中
立
性
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

「
教
育
の
政
治
的
中
立
性
」
と
は
、
教
育
基
本
法
（
平
成
十
八
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
十
四
条
第
二
項
が
「
法
律
に
定

め
る
学
校
は
、
特
定
の
政
党
を
支
持
し
、
又
は
こ
れ
に
反
対
す
る
た
め
の
政
治
教
育
そ
の
他
政
治
的
活
動
を
し
て
は
な
ら
な

い
。
」
と
規
定
し
て
い
る
な
ど
、
多
数
の
者
に
対
し
て
強
い
影
響
力
を
持
ち
得
る
教
育
に
、
一
党
一
派
に
偏
し
た
政
治
的
主

義
・
主
張
が
持
ち
込
ま
れ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
と
理
解
し
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

地
方
公
共
団
体
が
処
理
す
る
教
育
に
関
す
る
事
務
の
管
理
及
び
執
行
に
つ
い
て
は
、
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に

関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
二
十
三
条
及
び
第
二
十
四
条
が
そ
れ
ぞ
れ
教
育
委
員
会
及
び
地
方

公
共
団
体
の
長
の
職
務
権
限
を
規
定
し
た
上
、
そ
の
例
外
と
し
て
、
同
法
第
二
十
四
条
の
二
が
教
育
委
員
会
の
職
務
権
限
に

属
す
る
事
項
の
う
ち
、
条
例
に
よ
っ
て
特
に
地
方
公
共
団
体
の
長
が
管
理
し
、
及
び
執
行
す
る
こ
と
と
す
る
こ
と
が
で
き
る

事
項
を
規
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
地
方
公
共
団
体
が
処
理
す
る
教
育
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
同
法
第
二
十
四
条
が
規

定
す
る
事
務
以
外
の
事
務
は
、
同
法
第
二
十
四
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
く
条
例
が
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合
を
除
き
、
同
法
第

一



二
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
、
全
て
教
育
委
員
会
が
管
理
し
、
及
び
執
行
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
同
法
の

規
定
に
照
ら
す
と
、
同
法
第
二
十
四
条
の
二
が
規
定
す
る
事
項
を
除
き
、
か
か
る
職
務
権
限
の
分
担
を
条
例
で
変
更
す
る
こ

と
は
許
さ
れ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
お
尋
ね
の
「
知
事
に
よ
る
教
育
目
標
の
設
定
」
に
つ
い
て
は
、
そ
の
具
体
的
な
内
容
が
明
ら
か
で
な
い
た
め
一
概

に
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
「
教
育
目
標
」
の
設
定
は
、
そ
の
内
容
が
、
同
法
第
二

十
四
条
の
規
定
に
よ
り
又
は
同
法
第
二
十
四
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
く
条
例
に
よ
り
地
方
公
共
団
体
の
長
の
職
務
権
限
に
属

す
る
と
さ
れ
た
事
項
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合
を
除
き
、
教
育
委
員
会
の
職
務
権
限
に
属
す
る
も
の
で
あ
り
、
地
方
公
共
団

体
の
長
に
そ
の
職
務
権
限
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

三
及
び
四
に
つ
い
て

お
尋
ね
は
、
公
職
の
候
補
者
の
政
見
の
内
容
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
政
府
と
し
て
お
答
え
す
る
立
場
に
な
い
。

二


